
１．はじめに

70年代，著書The Anarchical Societyで英国学派の地
位を確立させたＨ．ブルは，国際社会において「秩序」
と「正義」が対立する場合があると述べた．例えば，
大国間関係を基礎とする国際関係の安定のためには，
第三世界諸国が求める南北間の不平等の是正を犠牲に
してもよいのか，それとも大国間の安定を犠牲にして
も第三世界が要求する正義を追求すべきなのか，とい
う問題の場合にそうした対立は顕在化する．
しかし，南北問題における先進諸国と発展途上国の

対立を目の当たりにし，ブルはとりわけ大国が一定の
「正義」を実現することが「秩序」の維持に貢献すると
述べるようになり，共通の利益や価値といった規範的
側面が「秩序」の安定のために必要であると考えたA．
それから半世紀近く経った現在，紛争中または紛争後
の社会における「正義」である人権や法の支配といっ
た規範が秩序をもたらすものとして注目を集めている．
すなわち，紛争（後）社会における平和構築を実現す
るためには，単に内戦を終結させて治安を安定させる
だけではなく，紛争当事者が人権，法の支配，民主的
統治といった規範を尊重し，そうした規範を政策に反
映させることが持続可能な平和と安定のために不可欠
の要素であるとますます考えられるようになってきて
いるのであるB．現在，国連などの国際組織や先進諸国
が支援している平和構築においても，長期的には安定
と規範は相互補完的な関係にあると認識されている．
そして後に詳しく述べるように，このような認識上の
変化が，現代においては国家主権の意味内容の変化，
すなわち国家主権の規範的側面に対する関心の高まり
として現れている．
そして，安定と規範が相互補完的な関係にあると見

る考え方が反映されている平和構築の一つが治安部門
改革（Security Sector Reform: SSR）である．SSRとは
「国家の中枢に位置する治安維持を担うさまざまな組織
（例えば，軍隊，警察，司法制度等）の実務能力の向上
や民主的な組織への体質改善を目指して行われる種々

の改革の総称」Cであり，これは単に冷戦期にベトナム
やアフリカなどで行われた武器の提供を中心とする軍
事支援や警察の治安維持能力の強化だけを意味するの
ではなく，人権，法の支配，人間の安全保障などの諸
価値に基づいた治安部門の体質改善や監視制度の強化
をも意味する．SSRは，ほとんど無に近いところから国
家（再）建設をしなくてはならない紛争国にとって不
可欠の活動であると認識されておりD，それはSSRが持
っている規範的側面が，紛争国の国家主権を構成する
重要な要素であると考えられているからだと言えるだ
ろう．
さらに，紛争国でSSRをはじめとする平和構築に関与

するアクターが多様化し，支援国の軍隊や国連機関な
どの文民組織に加えて，企業やNGOなどますます多く
の非国家主体が同じ場で活動を展開するようになり，
それに伴って民軍間の協力や調整の必要性が一層高ま
っているE．
規範認識と平和構築のアクターにおける以上の変化

をふまえ，本論文では，国際社会のレベルとSSR支援国
のレベルにおける規範認識の変化が紛争国でのSSRの現
場に実際に反映されているかを，イラクとアフガニス
タンを事例として分析する．そして多様化するアクタ
ーの一つとして，両国においてSSRに携わっている米国
の民間安全保障会社（Private Security Companies: PSC）
を事例として取り上げる．60年代にアフリカにおいて，
私的利益のために独裁政権を支え，人権蹂躙で悪名を
馳せた傭兵と現代のPSCの連続性を指摘する議論はまだ
多くF，そのためPSCの平和構築での利用について倫理
的な是非の議論が今でも続いている．しかし，合法的
な企業としてSSR支援国や国際組織に雇われて活動する
PSCは過去の傭兵とは明らかに性格を大きく異にしてお
り，平和構築を支えるアクターとしての需要はむしろ
高まっている．このPSCを事例として取り上げる理由は，
PSCが武力を行使する（あるいは行使する可能性を持つ）
民間企業という特殊な属性を持つ「民と軍の境界をま
たぐ存在」であり，その活動は他のアクター以上に規
範との関連で議論されることが多いからである．さら
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にSSRはPSCが持つ治安に関わる専門技能や知識を最も
大きく発揮できる分野の一つであり，今後もPSCのSSR

への関与が増えることが予想される．しかしながら，
SSRに関わるPSCに焦点を当てた研究はまだ多くないG．
PSC自体を扱った研究には膨大な蓄積がすでにあるが，
SSRとPSCの関係について詳細に分析したものは少な
い．そうしたPSCの先行研究においては，SSRに関わる
事例が増えている事実の指摘はなされるものの，さら
に深く分析したものは限られている．また，SSRを含む
平和構築にPSCが貢献するためには，規制・監視のため
の効果的な制度構築が必要であると主張する論者も多
いが，では具体的にどのようにそれを行うかをさらに
追求したものは少ないH．また，本論文で米国のPSCを
取り上げるのは，米国がPSCの最大の輸出国であり，
PSCの活動に対して最も大きな影響力を有すると同時
に，PSCの活動から最も大きな影響を受ける国でもある
からであるI．
現在，米国のPSCはイラクとアフガニスタンを主要な

活動地域としている．両国ではいまだ反政府武装勢力
と連合国軍の戦闘が継続していて，治安の安定と復
興・開発という二つの目標を同時に成し遂げることが
要求されているJ．しかし現実には治安の安定が優先さ
れるあまり復興・開発の目標は後回しにされ，さらに
治安部門の体質改善など規範に関わる改革については，
のちに第５節で述べる通り，優先順位がいっそう下が
る結果になっている．この点については，一定の治安
が保たれた状態でSSRが行われた旧ユーゴ諸国やシエラ
レオネや東ティモールと異なっており，戦闘が続くイ
ラクとアフガニスタンにおいては規範と現実の緊張関
係がより先鋭化したものにならざるを得ない．そのよ
うな状況下のSSRでは，PSCの規制・監視制度はより切
実に規範を意識したものになるだろう．このような認
識から，SSRに関わるPSCへの規範の効果を分析するた
めの事例として，イラク・アフガニスタンを選択する
こととした．そして結論として，国際社会における規
範への関心の高まりと合意形成の動き，さらには米国
内におけるPSC規制のための法律が着実に増えている事
実にも関わらず，PSCが関与している両国のSSRはいま
だ規範に基づいた実効性のある政策となって現地に現
れていないことを指摘する．そしてその要因として，
反乱鎮圧作戦（counterinsurgency）が続く治安の悪い
状況の中でイラクとアフガニスタンのSSRが行われてい
ることの他に，非国家主体（企業）というPSCの属性が，
PSCに規範を遵守・内面化させることを難しくさせてい
ることも論じる．

SSRに関わるPSCの背景について論じる次節に進む前
に，ここでPSCの定義を簡単にしておきたい．戦闘活動，
軍事コンサルティング，情報分析，警備・警護，物
資・人員の輸送など軍事・安全保障分野におけるサー
ビスを提供する民間企業を表す用語しては，Private

Military Companies [Firms]: PMC/PMF)，Private

Military Security Companies: PMSCなどがあるが，現在

では直接的な戦闘活動に携わる企業はほぼ皆無である
ため，そうした戦闘活動を除く安全保障サービスを提
供する企業の総称としてPrivate Security Companies

（PSC）を本論文では使用することにする．
次節ではSSRに関与するPSCの背景事情と，それに焦

点を当てることの妥当性をより具体的に述べる．第３
節では国家主権の意味内容の変化とアクターの多様化
についての概念整理を行う．第４節でイラク・アフガ
ニスタンにおける代表的なPSCの活動を記述した後，第
５節ではSSRに関わるPSCが現場でどのような問題を抱
えているのかを検討する．第６節では，企業というPSC

の属性がPSCによる規範の遵守・内面化を困難なものに
させている側面があることを論じる．最後に今後のSSR

研究の課題を述べてむすびとする．

２．背景と妥当性

SSRが国家建設にとって非常に重要な活動であること
は，平和構築の分野においてすでに共通の認識となっ
ているがK，治安の安定していないイラク・アフガニス
タンにおいて，SSRが明確に治安の安定につながったと
言える証拠はまだない．そのSSRにPSCが関わる事例が
増えてきている．とりわけ，米軍が撤退を始めたため
にSSRを担う人員の不足が顕著になっているこの二つの
国においては，PSCの役割は，警備・警護の分野だけで
なくSSRの分野にも拡大している．しかしながら，それ
らの国々において一部のPSCが現地住民の殺傷事件や詐
欺行為を起こしたため，PSCがSSRのような政治的に慎
重を要する活動に関わるべきではないという主張が今
でも根強く残っている．SSRに関わる多数のアクター間
で連携・調整の必要性が強く認識されているところに，
説明責任が曖昧で，実効性のある規制・監視が難しい
PSCのようなアクターが加わると，国家建設を失敗に終
わらせる要因になると考えられているからであるL．
しかしながら，一部の企業の不正行為にもかかわら

ず， PSCは治安の安定しない地域で活動する多くの国
際組織やNGOから必要性を認められておりM，警備・警
護など間接的に貢献する活動に加えて，地雷処理，物
資の調達・輸送，SSRなど平和構築に直接貢献する活動
においても重要な存在になっている．とりわけSSRはそ
れに必要な人員が大幅に不足しており，また軍や警察
に関わる専門的な知識や技術を必要とするため，PSCに
対する需要は増している．支援国政府も現地国政府も，
正規軍と警察によるSSR支援のほうが正当性や説明責任
の観点から好ましいという認識は持っているがN，現状
ではSSRを支援するのに必要な人員を満たすには程遠
い． SSR支援国政府の間でSSRの重要性については異論
がないものの，実際にSSRを実施する具体的な各論の段
になると，支援国政府の商業的・政治的利害が障害と
なってSSRが進まないという現状があるためであるO．

SSRを支援する要員が不足していることを示す事実は
多い．例えば，アフガニスタンでSSRを担っている
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NATOのアフガニスタン訓練ミッション（NTM-A）で
司令官を務めるウィリアム・B・カルドウェル米陸軍中
将によれば，2010年中にアフガニスタン国軍（ANA）
は42％増員，アフガニスタン国家警察（ANP）は27％
増員したが，量を増やすことを優先した結果，十分な
訓練も受けないまま任務についている兵士や警官が多
く，質を高めることが目下の課題となっているという．
21カ国がANAとANPに対する様々な支援を行ってはい
るが，それでも治安部門の訓練を担う要員がおよそ800

人以上も不足しており，そうした人員不足がSSRの進展
と現地政府への権限移譲を遅らせかねないことに対し
て，カルドウェルは懸念を示しているP．警察の訓練に
携わる要員に限ると，NATO，米軍，そしてPSCから来
ている訓練要員850名が現在アフガニスタン国内７箇所
の訓練センターで勤めているが，まだ290名が不足して
いる．度重なる要請にもかかわらず，要員が増える見
込みは薄いというQ．また，イラクにおいても同様に，
PSCが担う役割は高まっている．イラク復興監察官
（Special Inspector General for Iraq Reconstruction:

SIGIR）のスチュアート・W・ボーウェンは，「PSCに移
譲できる任務とできない任務を議会は慎重に調査すべ
き」とした上で，「しかし，もし実際に今PSCが担って
いる活動のかなりの部分が政府によって行われるべき
だとされた場合，公的部門の拡大が必要となるだろう
が，それは予算の面からいって困難だろう」と答えて
いるR．こうしたイラクとアフガニスタンの状況から判
断して，活動の迅速性と柔軟性，経済的効率性，豊富
な人材を持つPSCが，両国でのSSRにおいて当面の重要
な代替手段としての役割を担っていることは否めない．
以上のようにPSCに頼らざるを得ない現状を裏付ける

事実は存在するものの，PSCが平和構築において果たす
役割に関しては，懐疑的な議論から積極的に利用すべ
きという議論まで様々な意見が存在している．PSCの説
明責任の曖昧さや透明性の欠如に懸念を持つ側は懐疑
的であり，他方でPSCの持つ効率性や知識・技術を評価
する側は利用の拡大を主張するS．しかし冒頭で述べた
通り，SSRという現地住民が最も切実に必要としている
治安の問題に関わる活動に関しては，PSCの意義を研究
したものは非常に少ない．それはおそらく，これまで
SSRの研究者にとって，PSCの役割は間接的・二次的な
ものと見なされがちだったからだろう．しかしPSCが
SSRに関わる事例が増えている中で，そうした欠落はこ
れから埋められていくべきだろう．

３．分析枠組

3.1.  国際社会および国家のレベル：国家主権の意味の変
化とSSR

平和構築において規範的側面がさらに強調されるよ
うになってきたことの背景には，国家主権の意味内容
が変化していることがあるとすでに述べたが，ではど
のように国家主権に対する認識は変わってきたのであ

ろうか．冷戦終結から現在に至るまでの国家主権をめ
ぐる議論を以下で概観する．

3.1.1.  主権の法的・政治的側面
主権国家は冷戦後も国際秩序の基本的な単位として

機能し得るのか．これが冷戦終結後の20世紀末において，
国際政治学が取り組んできた問いであった．冷戦終結
直後は「国家の衰退」が喧しく議論され，グローバル
化する経済活動や非国家主体の拡大・発展が国家主権
を浸食していると見る議論が盛んになされた．しかし
ながら，主権概念のより詳細な分類と分析が進むにつ
れて，「国家主権の浸食」という見方に対して疑問が呈
されるようになった．例えば，企業活動が浸食するの
は中央政府が経済活動をコントロールできる能力であ
って，国際法上の形式的主権国家の枠組とは無関係で
あるとする議論やT，NGOの拡大・発展は国家主権の領
域と区分される市民社会の領域を充実させることはあ
っても，国家主権そのものを否定するわけではないと
論じる議論があるU．また，主権国家の枠組では対処で
きないとされた環境問題についても，国家を超える組
織が設立されたわけではなく，実際には既存の主権国
家や市場メカニズムの機能を前提にして対処する動き
へとつながったV．
こうした議論の末に，現在では主権国家が今後少な

くとも数十年は国際秩序の単位であり続けることに概
ね異論は存在しなくなった．しかしながら，60年代にピ
ークを迎えた主としてアフリカにおける旧植民地国の
独立の結果，新たに多くの主権国家が誕生したことや，
旧ユーゴのように民族主義が噴出した結果として一つ
の主権国家が分裂したことに伴い，従来の主権国家に
認められてきた属性がゆらぎ始めることとなった．そ
の属性とは，すなわち国家主権である．山影進は，こ
うした主権国家の多様化に伴い，「伝統的にはさまざま
な含意があった国家主権を，（少なくとも国際関係の文
脈では）ただ単に独立国家の独立性を意味するところ
まで意味を限定・単純化し」，その結果として国家主権
の意味内容は「痩せ細っていった」と述べている．他
方で，こうした国家主権の意味の限定が，「多様な主権
国家を等しく平等な『仲間』として受け入れることが
可能になった」とも指摘しているW．国際社会の秩序を
維持するために，国家主権の固定的な意味内容に固執
するよりも，多様な主権国家を内に取り込むことの方
が重要であると認識されていると言えるだろう．
ロバート・コヘインは，主権を法的側面である「形

式的主権」（国家が法的に最高位の存在であることの承
認と外部機関からの独立）と政治的側面である「機能
的主権」（国内統治のための行動の自由）に分け，EUに
見られるように，後者の機能的主権を部分的に移譲・
共有しあう動きが生じてきた点を指摘するX．こうした
見方も，国家主権の意味内容の変化を「主権の適用範
囲の制限」として捉えていることを示していると言え
るだろう．現代の平和構築の文脈に当てはめるならば，
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国家主権の政治的側面は国内の統治能力として現れ，
法的に国際社会から承認された政府が国内を実効支配
できているかどうかが国家主権の重要な要素と考えら
れていると言える．政府が自力で実効支配を確立でき
ない紛争国では，国際社会がその国の主権の政治的側
面を担い，SSRを通して国内統治に必要な治安部門の能
力を高める手助けをすることになる．

3.1.2.  主権の規範的側面
スティーブン・クラズナーは，人権規範が主権国家

システムを弱体化していると見なす議論に異議を唱え，
国家主権が挑戦を受けているのは今に始まったことで
はなく，主権国家の成立以来の常態であったと述べて
いるY．実際には大国が小国の国家主権を侵害しながら
も，主権国家システムが国際社会の原則として維持さ
れてきた歴史をもって，クラズナーはこれを「組織化
された偽善」と呼んでいるZ．これらの論稿において，
クラズナーは現代における国家主権の変化自体を否定
している．人権を「国家主権とは矛盾する」ものとし
て捉え，人権の国家主権に対する挑戦が歴史的になん
ら新しいものではないと論じる．
しかし他方で，人権などの立憲主義的規範と国家主

権の関わりを異なった視点から論じるものもある．篠
田英朗は，英米政治思想において「人の支配」に対置
して「法の支配」を提唱してきた立憲主義が，現代に
おいては新しい意味を帯び，その新しい諸価値との関
係で国家主権が意味内容を変化させていると論じてい
るa．その新しい諸価値の主たるものとは平和・人道主
義に基づいた人権規範であり，そうした規範は国家主
権の適用範囲に制限を加える．しかし同時に，国家主
権は放棄されるどころかむしろ国家を他の政治共同体
と区別する属性として広がりを見せている．主権とは，
「国際社会に加入するための必要条件であり，主権国家
の地位を持つものだけが国際社会で権利と義務を持つ」
とされ，主権は「国際社会加入にあたり，事前に国家
が用意しておかなければならない属性」となったので
あるb．すなわち，国家主権の適用範囲の制限と国際社
会を構成する原則としての主権国家体制の広がりは，
矛盾することなく両立しているのであるc．国家主権の
法的・政治的側面が緩やかに解釈される一方で，主権
国家としてクリアしなくてはならないハードルとして
の規範的側面がより強調されるようになってきている
と言えるだろう．
本論文では，国家主権が人権などの規範によってそ

の意味内容を変化させているという篠田の議論や，従
来国家主権を侵害するものとして見られてきた人権な
どの諸価値が，現在では国家主権を成立させる重要な
要素として見なされるようになってきていると論じる
議論dに同意する立場をとる．人権や法の支配や民主主
義といった価値を守ることのできない国家は，その主
権を制限されても仕方がないと考える「保護する責任
（responsibility to protect）」の議論にそうした考えが端

的に表れている（31）．すなわち，人権や人道などの規範に
対する関心の高まりから，国際法の議論もそれらの規
範をより反映したものになっていると言えるだろう．
そして，そのように国家主権が意味内容を変化させて
いるゆえに，今まさに国家建設で必要とされているSSR

においても，人権，法の支配，民主主義といった諸価
値の追求が目的とされていると言える．その背景には，
法の支配などの「立憲主義的な原則にもとづいて国家
建設を行うことが，個々の国家の安定につながり，国
際社会全体の安定につながるという認識が広まったこ
と」がある（32）．そのように考えた時，SSRに関わるPSC

もまた，そうした諸価値に沿いながら活動を行うこと
をSSR支援国と現地国政府から求められていると言える
だろう（図１）．

そのような国際社会における認識の変化が目に見え
る形になったものの例として，2008年９月，スイス政府
と赤十字国際委員会（ICRC）が主導して，PSCが国際
人権法・人道法に従う義務があることを明記した「モ
ントルー文書」が英・米・イラク・アフガニスタンを
含む17カ国によって批准され（33），さらに2010年11月に
は，同じくスイス政府のイニシアチブで「民間軍事会
社のための国際行動規範」（ International Code of

Conduct for Private Security）が作られたことが挙げら
れる（34）．また，米国内の動きとしても，2007年には国防
権限法案（National Defense Authorization Act）が議会
で成立し，それに伴って「軍事司法統一法典」
（Uniform Code of Military Justice: UCMJ）がPSCにも拡
大適用されるよう修正された．それによってBlackwater

のような事件を起こすPSCの存在が脚光を浴びるように
なり（35），徐々に規範の網の目が広がってきた（36）．また，
米国の国際安定化作戦協会（International Stability

Operations Association: ISOA）や英国の民間安全保障会
社協会（British Association of Private Security

Companies: BAPSC）などの業界団体も生まれ，自主規
制ルール構築のための議論を続けている． PSC業界自
身もビジネスのために良いイメージを保たなくてはな
らず，市場の大部分を占める主として欧米諸国を拠点
とする大手のPSCは，透明性や説明責任の不明確な他の
小規模のPSCと自らを区別するために，積極的に規制・
管理制度を受け入れる姿勢を示しており，さらには業
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界が資金を提供して独立の監視機関を設立するという
動きまで出てきている（37）．

3.2. PSCのレベル：軍・企業・NGOの三つの特徴を持つPSC

冷戦後，平和構築に携わるアクターが多様化し，同
じ紛争地で軍と企業とNGOが活動を展開する場面が，
活動の種類と量の両方において増えている．それに伴
って三者間の間に連携・協力関係の構築，または他方
の活動を阻害しないための事前調整の必要性が唱えら
れるようになり，特に軍と企業・NGOの間の関係は，
民軍関係というテーマで盛んに議論されるようになっ
ている．中でもNGOは，軍との関係において，その存
在意義を積極的に認めて協力関係を構築するのか，そ
れとも一定の距離を置いて，お互いに活動の阻害要因
とならないよう調整するのかを，各組織の活動理念に
基づいて考慮しなくてはならなくなったのである．軍
との協力に積極的な前者のNGOについては，治安の悪
化した地域において軍隊の支援を受けられ，また軍隊
の稚拙な支援活動を改善させることができるという双
方向の利点がある反面，NGOの中立性原則が崩れるお
それがあり，また人道支援活動まで行う軍隊との存在
意義の違いに悩まされる可能性もある．軍との協力に
消極的な後者のNGOについては，治安の悪化した地域
で，いかにして軍隊の協力を得ることなしにスタッフ
がソフト・ターゲットにされることを防ぐのかを議論
しなくてはならなくなった（38）．いずれの立場に立つに
せよ，NGOは軍との関係を調整する必要があり，そこ
にPSCのような特殊な民間企業が加わってきたことによ
って，民軍関係はさらに複雑さを増した．また，企業
とNGOの間でも，行動規範など国家を介さないルール
作りが進んでいる（39）．そこに軍と企業の両方の属性を持
ち，民と軍の境界線をまたぐ存在であるPSCもアクター
として加わってきたため，アクター間の関係構築はさ
らに複雑なものとなった．
以上のような現実の変化を背景として， NGOは軍や

企業の存在を無視することはできなくなり，軍と企業
の側もNGOの存在意義や活動理念に対して理解を高め
る必要性に迫られている．軍と企業，軍とNGO，そし
て企業とNGOの間に，積極的であれ消極的であれ相互
作用の密度は濃くなり，それに伴ってルールや規範形
成の度合いも徐々に深まっていることは，先述した
「モントルー文書」を含む様々な国際的合意ができてき
たことからもわかる．そして，軍の特徴と企業の特徴
を部分的に有しているP S Cは，赤十字国際委員会
（ICRC）などの人道機関やNGOとの間で対話やルール形
成を行い，さらに業界独自のルールを作るなどして，
人道支援や復興・開発支援の活動に携わる正当なアク
ターとして認知されるための努力を行なっている（40）．
以上のようなPSCを取り巻く現実の変化をふまえ，本

論文では，PSCとは軍と企業の属性を部分的に持ち，さ
らに平和構築のための規範やルールの網の目の中に次
第に取り込まれ，NGOが推進してきた価値の遵守を求

められている存在であると考える．図２で示されてい
るように，三つの組織の特徴が部分的に交わるところ
にPSCは位置していると考えることができる．

対立，競合，分業（消極的協力）の関係に置かれて
いた軍・企業・NGOが，紛争地で連携・協力の必要性
に迫られ，平和構築に関わるPSCもまた，そうした連
携・協力を促進する（悪くても妨げない）ことを求め
られている．そのようなアクター間の相互作用を通し
て，国家主権の新しい規範的側面が平和構築の理念に
も反映されていると言うことができるだろう．
では現実のイラクとアフガニスタンの状況下で，そ

うした国際社会と国家のレベルにおける規範認識の変
化をSSRの活動に反映させることができているのだろう
か．次節では実際に両国でSSRに関与している代表的な
米国のPSCの活動を詳しく見ることにする．

４．イラク・アフガニスタンにおける米国PSCの活動

2002年５月，前ブッシュ政権の下で米軍によるアフ
ガニスタン国軍の訓練が始められたが，PSC業界が急激
に成長を遂げたのは2003年３月に始まったイラク戦争を
契機としてであった．Vinnell，MPRI，SAICなどのPSC

は，イラクでの戦闘終結後まもない時期からSSRに関わ
り（41），その後もSSRに関わるPSCの規模は増えていった（42）．
しかし，これらの国々において治安はいまだ回復して
いない（43）．
米議会調査局（Congressional Research Service）の報

告書によれば，2010年12月現在，アフガニスタンでは
18,919人，イラクでは8,327人のPSC要員が米国防総省か
らの請負の下で活動を行っている．これは両国で米軍
のために企業活動を行なっている企業全体のおよそ
17％に当たるという．アフガニスタンでは2009年６月以
来，その数は３倍になっている．他方，イラクでは移
行支援の主導権が国防総省から国務省に移り，PSC要員
の数は2009年６月から半減しているという（44）．2011年６
月の時点で，アフガニスタンに駐留している米軍は約10

万人であるが，2011年内に１万人，2012年夏までに計３
万３千人を撤収させる計画がすでにオバマ大統領によ
って発表されている（45）．イラクに駐留している米軍は
2011年９月の時点で５万人を切ったとされ，2011年末ま
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での完全撤退を予定している（46）．それぞれの国において
事情は異なるが，相対的に数字を見てもますますPSCが
現地で質量ともに大きな役割を担っていることがわか
る（47）．また，今後米軍をはじめとする駐留軍の撤退が進
むであろうことを考えると，いまだ未成熟なイラクや
アフガニスタンの治安部門を支援するアクターとして，
PSCの活動の場はさらに広がることが予想される．紛争
地で再建事業に携わる企業は米軍に保護を期待できず，
実際にPSCに依存する他に選択肢はない（48）．また，イラ
クとアフガニスタンのように駐留軍の支援を得られな
い他の現地国政府にとっては，国家再建のためにSSRが
不可欠であるとの認識があっても，そのための知識や
技術をPSCに依存せざるを得ないケースもある（49）．
イラクとアフガニスタンで活動を展開しているいく

つかのPSCの活動を以下に見てみよう．DynCorpは米国
を拠点にする最も有名なPSCの一つであり，アフガニス
タンでカルザイ大統領の身辺警護やアフガニスタン警
察の訓練，さらにはイラクでも警察の訓練を米政府か
らの委託で行っている（50）．イラクにおいては32,000人の
国軍兵士を訓練し，さらに警察・司法・懲役機関で10年
以上の経験を持つ民間の技術支援要員を約1,000人派遣
した．2004年には，イラクの軍と警察の訓練のために
5000万ドルを超える契約がDynCorpとなされ，それに加
えてその他のSSR関連費用として追加の184億ドルが米
議会から認められた（51）．

90年代半ばに，旧ユーゴ紛争においてクロアチア軍
とボスニア軍に対する軍事コンサルティングで名を馳
せたMPRIは，2000年にL-3 Communicationsに買収され，
現在はL-3 MPRIと名乗っている．かつての軍事コンサ
ルティング業としては，軍事教義の改善，国防関係省
庁の再編，高等図上演習，各兵器運用の訓練，分隊規
模の戦術などの軍事教育を顧客である外国政府に提供
していた．米国政府の意向に沿う政治的な存在として
批判にさらされたが，現在はイラク，アフガニスタン，
クウェート，ブルガリア，ナイジェリア，赤道ギニア
などでSSR支援を行なっている．

PAEは，米国務省が主導する「アフリカ平和維持プ
ログラム（ The African Peacekeeping Program:

AFRICAP）」の下で，リベリア国軍に対するSSRを実施．
リベリアの文民警察に対して，高度な特殊訓練と装備
の提供を行った（52）．2006年には，米国務省に代わって
アフガニスタン矯正制度支援プログラム（ t h e

Afghanistan Corrections System Support Program: CSSP）
を実施．軍と警察の改革支援以外にも多様なSSRに関与
している．もともとPAEは，94年のコンゴ民主共和国
（当時の国名はザイール共和国）や2004年に設立された
コートジボワールにおける国連P K O（M O N U Cと
UNOCI）で空路輸送やロジのサービスを国連に提供し
たこともある（53）．
このように，イラクとアフガニスタンにおいて，PSC

は多岐にわたる活動に関与していることがわかる．次
節で述べるPSCの否定的な影響にも関わらず，PSCの数

を劇的に減らそうとする動きは今のところ見られない．
イラクとアフガニスタンの現状から見て，今後PSCに対
する需要はますます高まっていくものと考えられる．
PSCが多くの問題をもたらしているにも関わらず需要は
増えていることの要因の一つとして，同じくイラクで
SSRを担っている英国やドイツと比べて，米国はSSRに
おいてもPSCへの依存度が大きいことが挙げられる（54）．
そのことが，イラク戦争開戦前における米国の戦後統
治の見通しが甘かったことに起因することは，多くの
論者が指摘していることである（55）．
イラクとアフガニスタンでSSRに関与する米国PSCへ

の需要は増えているものの，PSCがもたらす多くの問題
も存在する．具体的にどのような問題が生じているの
かを次節で見る．

５．SSRに関わるPSCの問題点

イラクとアフガニスタンのSSRは，治安の悪化と膨大
な任務の量のためにPSCの活動が遅れたり，訓練を受け
た国軍や警察の現地要員の質を維持できなかったりす
るといった問題が多く報告されている．例えば，2003年
にVinnellに訓練を受けたイラク国軍の兵士のほとんど
は，待遇に不満を感じて途中で任務を放棄してしまっ
た（56）．SSRで必要とされる訓練活動の量も膨大でPSCだ
けでは処理できず，結局それを肩代わりすることにな
る米軍の負担が増す結果になっている（57）．アフガニスタ
ンの国軍改革についても，先に引用したカルドウェル
中将が指摘している通り，質の改善が新兵の数の増加
に追いついていない．警察改革についても問題は山積
している．例えば，DynCorpが米国務省の委託で行って
いるアフガニスタン国家警察（ANP）の訓練は，多く
の問題点が指摘されている．警察改革は全国に分散し
ている地域訓練センター（Regional Training Center:

RTC）で実施されているが，訓練期間が極めて短いこ
とに加えて（58），治安の安定しない環境の中でオペレーシ
ョン能力（59）の強化を優先するせいで訓練センター卒業
後の警察官の監督が行き届いておらず，結局DynCorpは
訓練を受けた警察官がそのまま地方の軍閥に吸収され
てしまう事態に対処できずにいる（60）．ANPの治安維持
能力だけでなく，暴力と腐敗が蔓延する組織の体質も
深刻な問題として指摘されており，その結果アフガニ
スタン住民の警察に対する不信感は極めて強い（61）．
DynCorpはイラクでも警察改革支援に加わっているが，
アフガニスタン以上に問題の多い活動になっている．そ
の原因は国務省および米政府の明確なSSRのプランとそ
のための強い政治的意志が欠如していたことにある（62）．
当初6,000人の文民警察官が派遣される予定だったが，
1,500人に削減され，さらに最初の24人が派遣されるま
でに半年もかかった．人口2,500万人の国の警察をどう
やって24人で訓練するのかについての説明は国務省から
はなかった（63）．
イラクとアフガニスタンにおけるSSRは軍と警察のオ
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ペレーション能力の強化に偏ってしまう場合が多く，
いまだ戦闘が続いている中でのSSRであるため，人権，
法の支配，民主的統治などの規範の涵養は後回しにさ
れがちである．また，SSRは輸送物資や施設の武装警護
活動などと比べれば「目立たない（low-profile）」活動
であるため，PSCを輸出する側の米国においても現時点
では法による規制が緩く（64），地位協定によって現地国
の法律から免責されている場合が多い（65）．2000年に米
議会を通過した軍事域外管轄権法（M i l i t a r y

Extraterritorial Jurisdiction Act: MEJA）は，2006年に
はPSCにも適用されるよう修正されたが，今のところ
MEJAによってPSCが起訴された例は１件のみである（66）．
しかもこれは米国防総省との契約にのみ適用されるも
ので，国務省と契約を結んで警察支援を行うPSCには
MEJAは適用されないのである（67）．
また，先に述べた通り，「モントルー文書」や業界組

織が独自に作成した国際行動規範などの合意やルール
が徐々に形となってきているが，これらの文書やルー
ルには法的拘束力はなく，こうした「ソフト」な制度
に対して効果を疑問視する議論もある（68）．
さらに，紛争地特有の監視・追跡調査の難しさがあ

る．紛争地でのPSCの活動を追跡調査したり，違反者に
対する制裁を加えたりする制度を作っても，そのため
に必要な情報を危険な紛争地で集めることが困難であ
ることは多くの論者が指摘していることである（69）．また，
PSCを管理・規制するための国際的な組織を作ること
も，そのための膨大な予算を支える意志のある国はな
く，現実的とは言えない（70）．PSCの活動内容・顧客の種
類・活動場所・会社の本拠地などが多種多様であるこ
とも，一律的なルールを適用することが不可能である
ことを示している．

PSCを管理するための「入口」の制度の一つとして各
国ごとのライセンス（適格性認定）制度があるが，ラ
イセンスを付与した後のPSCの紛争地での活動を追跡調
査することはほとんどできておらず，その実効性は疑
問視されている（71）．2004年時点での国防総省の報告に
よれば，イラクにおけるPSCとの契約の半分以上が適切
に監視されていないという（72）．
また，具体的な契約の内容についても，国際社会の

レベルにおいては国際人権法・人道法という形でコン
センサスができている規範に対する言及が不十分であ
る点が指摘されている．イラクとアフガニスタンでの
活動でPSCが獲得した契約文書のうちのほとんどが，そ
うした普遍性を持つ規範とのつながりを記載していな
いからである（73）．例えばPSCの要員は，現地へ派遣され
る前に人権・人道法や武力の使用などについて，適切
な教育・訓練を受けないまま活動を行っており，結ば
れた契約の文書にもそうした訓練を義務づける旨は記
載されていない（74）．また，すでに述べたように，「出口」
としてのPSCの管理手法である追跡調査と違反企業への
制裁措置は機能しておらず，イラクやアフガニスタン
のような治安の安定していない地域においては限界が

ある（75）．
以上のような問題がイラクとアフガニスタンの長ら

く安定していない治安情勢によるものであることは明
らかだが，SSRを担うPSCの活動に規範が反映されてい
ないその他の要因として，アクターの多様化に伴う情
報と知識の分散と，企業というPSCの属性が，PSCに対
して規範を遵守・内面化させることを難しくさせてい
ることも挙げられるように思われる．次節でこの点に
ついて議論する．

6．企業としてのPSCと規範

2000年に国連と市民社会が連携して地球規模の課題
の解決に取り組むことを目指した「グローバル・コン
パクト」の活動に後押しされて（76），企業の国際的な営
利活動に対しても「企業の社会的責任（Corporate

Social Responsibility: CSR）」（77）が唱えられるようになっ
てきたが，イラクやアフガニスタンのように治安の安
定しない紛争地で活動するPSCのような企業に対して，
多くの企業にとってはいまだ自主規制のレベルにとど
まっていて法的拘束力のないCSR概念に基づいて，規範
の遵守と内面化を期待するのは現実的ではない（78）．ま
た，企業の否定的な影響の是正・抑止により大きな重
点を置いているグローバル・コンパクトやCSRの考え方
と対比させて，企業による平和構築へのより積極的な
貢献を目指す「ビジネスに基づく平和構築（Business-

Based Peacebuilding）」を提唱しているデレク・スウィ
ートマンも，「ビジネスに基づく平和構築」がイラクで
できることはあまりないと述べている（79）．また後に述
べる通り，PSCの企業としての属性が規範の遵守と内面
化を妨げる要因になっていると考えられる．
デボラ・アヴァントはPSCの雇用主がPSCに対して持

っているコントロールを機能的コントロール・政治的
コントロール・社会的コントロールの三つに分類し，
PSCに対する管理を論じる時にはどの側面のコントロー
ルを議論しているのかを明確にしなくてはならないと
述べた（80）．本論文の主題である規範との関わりで言え
ば社会的コントロールが重要であり，これはPSCによる
武力行使がどの程度まで国際社会の主流の価値と結び
つけられているか，すなわちその行動が国際規範に沿
ったものであることを雇用主はどこまで保証できてい
るか，を表す概念である．
イラクとアフガニスタンでSSRに関与した米国のPSC

をこの社会的コントロールという観点から見た場合，
米政府がPSCに対して持っていた社会的コントロール
は，前節で見た通り大きく制約されていたと言わざる
を得ない．それは，規範の遵守を監視・保証するのに
必要な情報もPSCがほぼ独占しているからである．例え
ば，SSR支援を受けている紛争国の政府が人権侵害や不
正行為を行った場合，SSR支援国は支援を停止しようと
するが，それに対してPSCは関与の継続によって相手に
改善を促すことを主張する可能性が指摘されている（81）．
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また，提出が義務づけられている報告書の作成に必要
な現地の情報もPSCが最も多く持っており，PSCが主張
する成果の是非を判断するのに十分な情報を米政府は
持っていないことも懸念材料として挙げられている（82）．
MEJAを適用して起訴されたPSCがほとんどいないとい
う前節の例も，起訴する側の米政府に情報が決定的に
不足していることの結果であると言えるだろう．
こうしたPSCによる知識と情報の独占という問題は，

PSCに限らずNGOなど専門的な知識や技術を持つ紛争地
の非国家主体全てに当てはまることである．アクター
の多様化が進んでコントロールに必要な知識や情報の
分散がより一層顕著になったため，紛争地の非国家主
体に規範を遵守・内面化させることがなおさら困難に
なっていると言える．もともと紛争地で企業活動につ
いての情報を集めることが困難であることに加えて，
企業の中にはNGOと連携せずに活動していたり，競争
力維持のために情報の提供に消極的なものも存在した
りするため，正確な情報や知識に基づいて企業を管理
することが難しいという要因もある（83）．さらにPSCは，
紛争地における他の企業に比べて人道組織や大使館が
入り込めない地域で活動するケースがより一層多く，
PSCのように紛争地で最も強い非難を受けやすい企業が
最も多くの情報や知識を有するという皮肉な結果をも
たらしている（84）．
これに加えて，国際社会や国家のレベルにおける規

範をイラク・アフガニスタンのPSCが遵守・内面化する
のを妨げているもう一つの要因は，PSCが顧客との契約
に基づいて活動を展開するという企業としての属性を
持っていることにもあると考えられる．第２節で述べ
た通り，PSCが有する利点は活動展開の迅速性と柔軟性，
コストの効率性，そして豊富な人材を持つことであっ
た．正規軍や警察と比べて，受注の段階では雇用主の
ニーズに柔軟に応じることができ，紛争地に固有の緊
急性にも迅速に対応できるのが強みであった．
しかしながら，企業が持つ特性から，いったん結ば

れた契約を流動的な紛争地の情勢に合わせて柔軟に変
更できないことの弊害が指摘されている（85）．例えば，
１年で4,800万ドルという費用でイラク軍の訓練の契約
を獲得したVinnellは，教室での戦略・戦術の勉強が中
心だった訓練の不適切さが指摘されたのちも，契約内
容の調整は困難なままであった（86）．
また，利益を追求する企業としては当然多くの顧客

を相手にするため，PSCはビジネス上のリスクを分散さ
せるために，できるだけ一人の雇用主の自身に対する
コントロールを低下させようとする．すなわち，企業
としての属性のために，雇用するアクターが国家であ
れ国際組織であれ，PSCは一つの雇用主へのコントロー
ルの集中を嫌うのである（87）．このことが米国をはじめ
とするSSR支援国や国際組織のPSCに対する規範的側面
におけるコントロールを弱める方向に働いてしまう．
また，PSCはそれを意図して，上で述べたような情報や
知識の優位性を利用して，複数の雇用主を競わせたり

選好を左右したり，さらには雇用主の権限を乗っ取っ
てしまうことに対する懸念も議論されている（88）．
以上のようなPSCの企業としての属性が，戦闘が継続

している紛争地の不透明さと相俟って，規範を実効性
のある制度や政策へと換えることをより一層困難にし
ている．SSRは治安部門の「実務能力の向上」と「民主
的な組織への体質改善」を同時に達成することを目指
している活動であるので，活動の理念を羅列するにと
どまらず，SSRの発展段階に応じて短期目標と長期目標
の区別をし，より現実的で実効性のある政策へと転換
する方法を議論しなくてはならないだろう．さらに，
もしPSCがSSRにおいて今後も必要とされるアクターで
あるなら，SSRの長期的な発展段階の中で，PSCをどの
段階でどのような活動において利用するのかについて，
活動以前に詳細に議論しておくことが必要だろう．

７．むすび

本論文では，人権や法の支配などの規範が国家主権
を構成する重要な要素であると認識されるようになり，
そうした認識の変化が国際社会とSSRを支援する国家の
レベルにおいて，法律や公的文書といった形で現れる
ようになっていることを論じた．さらに，平和構築の
現場でアクターの多様化が進んだせいで，同じ場で活
動を展開するNGOや他の企業との間でPSCが関係の調整
を行いながら規範に従うことを求められていることを
論じた．しかしながら，イラクやアフガニスタンのよ
うな治安の安定していない地域でSSRに関わるPSCの実
態を見た時，国際社会と国家のレベルで支持されてい
る規範が現実にはいまだ守られていないことを指摘し
た．イラクとアフガニスタンにおけるSSRの現場で規範
が実現していない要因として，安定しない治安情勢の
他に，企業としてのPSCに規範を遵守・内面化させるこ
との難しさが存在する可能性があることを論じた．
これらのことは，SSRをはじめとする平和構築におい

て，規範の議論が実効性を伴う制度や政策としてでは
なく，いまだ理念と概念整理の段階にとどまっている
ことを示唆している．SSRの議論においては，政策課題
と理念をリストアップすることは簡単でも，それを実
際に実行に移すことは難しいとかなり早い段階から警
告されていたことを考えると（89），イラクとアフガニスタ
ンの現状は（少なくともこの両国においては）SSRが理
念の段階からまだそれほど進展していないことを示し
ている．今後の研究課題としては，世界の各紛争地で
行われているSSRの記述的な研究だけでなく，その成功
と失敗の事例の比較研究と因果関係分析がさらに必要
であるように思われる．そうした研究を積み上げるこ
とで，より実効性のある政策と制度枠組を現場にフィ
ードバックできるようになる．また，SSRが多様なアク
ターによって行われている活動であることを考えれば，
国際社会の規範がそこで活動を展開する非国家アクタ
ーの活動にどのような条件の下でどのように影響する
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のかについても，より分析的な研究がさらに必要であ
るように思われる．またそこでは，SSRの理念として述
べられるいくつかの規範間の衝突や矛盾についても実
証的に分析される必要があるだろう．こうした問題は
今後のSSR研究の課題であると思われる．
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